
　
十
一
月
九
日
（
日
）
は
、
衆
議 

院
議
員
総
選
挙
お
よ
び
最
高
裁
判 

所
裁
判
官
国
民
審
査
の
投
票
日
で 

す
。 

　
大
切
な
権
利
を
放
棄
す
る
こ
と 

な
く
、
必
ず
投
票
に
行
き
ま
し
ょ 

う
。 

　
同
選
挙
で
は
、
小
選
挙
区
選
挙 

と
比
例
区
選
挙
お
よ
び
最
高
裁
判 

所
裁
判
官
国
民
審
査
の
三
種
類
の 

投
票
を
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。
　 

   

　
候
補
者
名
一
人
を
書
い
て
投
票 

し
て
く
だ
さ
い
。 

   

　
政
党
名
な
ど
の
名
称
を
一
つ
書 

い
て
投
票
し
て
く
だ
さ
い
。 

   
　
や
め
さ
せ
た
い
人
の
上
欄
に
× 

印
を
し
て
く
だ
さ
い
。 

   

　
今
回
の
選
挙
で
投
票
で
き
る
方 

は
、
平
成
十
五
年
七
月
二
十
七
日 

ま
で
に
、
土
岐
市
の
住
民
基
本
台

帳
に
登
録
さ
れ
て
い
る
方
で
、
昭

和
五
十
八
年
十
一
月
十
日
以
前
に

生
ま
れ
た
方
で
す
。 

　
平
成
十
五
年
七
月
二
十
八
日
以 

降
に
他
市
町
村
か
ら
土
岐
市
へ
転 

入
さ
れ
た
方
は
、
前
住
所
地
の
投 

票
所
で
投
票
し
て
く
だ
さ
い
。
　 

   

　
十
月
十
四
日
ま
で
に
転
居
届
を 

出
さ
れ
た
方
は
、
新
住
所
地
の
投

票
所
で
、
十
月
十
五
日
以
降
に
転

居
届
を
出
さ
れ
た
方
は
、
前
住
所

地
の
投
票
所
で
投
票
し
て
く
だ
さ

い
。 
   

　
不
在
者
投
票
は
、
衆
議
院
議
員 

総
選
挙
は
十
月
二
十
八
日
（
火
）

か
ら
、
最
高
裁
判
所
裁
判
官
国
民

審
査
は
十
一
月
二
日
（
日
）
か
ら

で
す
。 

◇ 

　
詳
し
く
は
、
市
選
挙
管
理
委
員 

会
（
内
線
４
１
０
・
４
１
１
）
へ 

ど
う
ぞ
。 
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元屋敷陶器窯跡 段尻巻古墳 

乙塚古墳 

文
化
財
保
護
強
調
週
間
で
す 

文
化
財
保
護
強
調
週
間
で
す 

十
一
月
一
日（
土
）〜
七
日（
金
）は 

貴
重
な
文
化
財
を
守
り
た
い 

　
十
一
月
三
日
の 

「
文
化
の
日
」
を 

中
心
に
、
「
教
育
・ 

文
化
週
間
」
の
一 

環
と
し
て
、
文
化 

財
の
保
護
や
そ
の 

大
切
さ
を
見
つ
め 

直
そ
う
と
い
う
週 

間
で
す
。 

　
土
岐
市
に
は
、
国
指
定
史
跡

「
元
屋
敷
陶
器
窯
跡
」
や
「
乙

塚
古
墳
附
段
尻
巻
古
墳
」
、
天

然
記
念
物
「
白
山
神
社
の
ハ
ナ

ノ
キ
・
ヒ
ト
ツ
バ
タ
ゴ
」
な
ど
、

多
く
の
文
化
財
が
あ
り
ま
す
。 

　
私
た
ち
の
身
近
に
あ
る
大
切 

な
文
化
財
。
こ
の
貴
重
な
私
た

ち
の
財
産
を
後
世
に
残
し
、
伝

え
る
た
め
、
こ
れ
を
機
に
そ
の

大
切
さ
に
つ
い
て
考
え
て
み
ま

せ
ん
か
。 


